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条件付き一般競争入札運用基準 

■基準別紙 

・工事費内訳書の取扱いについて 

・最低制限価格の運用について 

・「くじ引き」による落札者の決定方法について 

 ・特例監理技術者の配置について 

・建設業退職金共済証紙購入状況の確認について 

名張市電子入札運用基準 

■その他 

・名張市変動型最低制限価格制度実施要領 

 ・名張市建設工事発注に係る一抜け方式入札 

取扱要領 

・条件付き一般競争入札の格付けについて 

・入札書の記載要領（市ホームページ掲載文） 

・封筒の記載要領 

条件付き一般競争入札運用基準 

（廃止） 

名張市電子入札運用基準 

（全部改正） 

名張市紙入札運用基準 

（新規策定） 

■その他 

・名張市変動型最低制限価格制度実施要領 

 ・名張市建設工事発注に係る一抜け方式入札 

取扱要領（廃止） 

・名張市条件付き一般競争入札格付基準 

（基準へと変更） 

・入札書の記載方法について 

・封筒の記載方法について（持参用、郵送用） 

■旧運用基準から分割 

・名張市建設工事等発注基準 

・配置技術者等の取扱いについて（※1）（※2） 

・契約締結時の事務手続きについて（※2） 

 

■旧運用基準の別紙を新たに制定 

・工事費内訳書の取扱いについて（※3） 

・名張市最低制限価格実施要領 

（要領へと変更） 

・「くじ引き」による落札者の決定方法 

について 

 ・特例監理技術者の配置について 

・建設業退職金共済証紙購入状況の確認 

について（※2）（※4） 

内容の変更及び追記箇所について 

（※１）建築一式工事に係る監理技術者の配置基準を 6,000 万円から 8,000 万円へ変更 

（※２）随契限度額変更に伴い、建設工事に係る金額は 130 万円から 200 万円へ、 

測量・設計業務に係る金額は 50万円から 100 万円へ変更 

（※３）工事費内訳書の表紙を廃止 

（※４）電子申請方式により購入した確認方法についての内容を追記 


